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公募の概要 

１対象施設の名称 
東大和市立桜が丘図書館 

東大和市立清原図書館 

２根拠条例等 
東大和市立図書館条例（昭和５２年条例第１１号） 

東大和市立図書館条例施行規則（昭和５８年教育委員会規則第４号） 

３本業務の範囲 

（１）図書館サービスに関する業務 

（２）施設等の管理業務 

（３）主たる業務に付随する事務 

（４）提案事業 

（５）事業計画及び報告書等の作成 

（６）連絡調整会議の開催 

（７）本業務の履行に関する質の確保及び評価の実施 

（８）その他の業務 

（９）留意事項 

４本業務の範囲外 

の業務 

独自事業 

５指定期間 令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間） 

６公募及び選定方

法 

 公募型プロポ－ザル（提案）方式。選定については、東大和市指定管理

者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の審査を経て指定管理者候

補者を決定します。審査は、書類審査並びにプレゼンテーション及びヒア

リングにより行い、評点が高い法人等を指定管理者候補者に選定しま

す。 

なお、選定の参考として類似施設の視察を行う場合もあります。ま

た、次点候補者を選定することがあります。 

 選定の結果によっては、「適格者なし」とする場合もあります。 

７選定結果の通知

及び公表 

 選定結果は、応募者に対して速やかに通知します。 

また、東大和市（以下「市」という。）の公式ホームページでも公表しま

す。 

８協議及び仮協定 

選定委員会の選定結果をもとに、教育委員会と指定管理者候補者は、

指定管理業務（以下｢本業務｣という。）の細目について協議を行います。 

この場合、教育委員会は必要に応じて指定管理者候補者の提案に対

し、提案内容の趣旨を変更しない範囲において修正を求めることができ

るものとします。 

 協議終了後、仮協定を締結します。当該候補者と協議が成立しない場

合、次点候補者がいるときは、次点候補者と協議を行います。 

９指定管理委託料  応募時に提出される収支予算書をもとに協議の上、決定します。 

１０指定及び協定 

 教育委員会は、議案可決後（令和８年第４回定例会提案予定）に候補者

を指定管理者として指定し、基本協定を締結します。その後、令和９年４

月１日に年度協定を締結します。 

１１問合せ 

東大和市教育委員会事務局教育部中央図書館管理係 

住所 〒２０７－００１５ 東京都東大和市中央３丁目９３０番地 

電話 ０４２－５６４－２４５４ 

FAX  ０４２－５６４－２４２５ 

電子メール  chuotoshokan@city.higashiyamato.lg.jp 
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公募スケジュール 

（１） 指定管理者の募集期間 

 

ア 募集要項配布開始 令和８年 ４月１日（水） 

イ 公募説明会 令和８年 ４月２１日（火） 

ウ 施設案内会 令和８年 ４月２１日（火） 

エ 質問書受付 令和８年 ５月１２日（火）、１３日（水） 

オ 質問書回答 令和８年 ５月２７日（水） 

カ 応募書類受付 令和８年 ６月１６日（火）、１７日（水） 

（２） 第１次審査（書類審査） 令和８年 ７月２４日（金） 

（３） 第１次審査結果の通知 令和８年 ８月 上旬 

（４） 第２次審査 

（プレゼンテーション及びヒアリング） 
令和８年 ８月２８日（金） 

（５） 指定管理者候補者決定 令和８年 ９月 下旬 

（６） 仮協定の締結 令和８年１０月 上旬 

（７） 教育委員会定例会（付議） 令和８年１０月 下旬 

（８） 市議会の議決（指定） 令和８年１２月 

（９） 指定管理者の指定の通知及び公告 可決後すみやかに 

（１０）基本協定の締結 令和９年 ３月 

（１１）年度協定の締結及び指定管理業務の開始 令和９年 ４月 １日（木） 
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１ 東大和市立図書館管理運営の基本的な考え方 

 

東大和市立図書館（以下｢市立図書館｣という。）の各図書館の役割としては、中央図書館が

中核の図書館となり、東大和市立桜が丘図書館及び東大和市立清原図書館（以下「地区館」と

いう。）は、中央図書館を補完する地域の身近な図書館となっています。 

中央図書館は、市立図書館としての企画・調整、資料の保存管理、多様化・高度化・専門化し

ている市民ニーズへの対応等サービスの中枢的な役割を担います。 

地区館は、中央図書館から資料等の支援を受けながら、これまでどおりその地域の受け皿

として、「身近にある」という利便性を重視したサービスを展開していきます。 

 

図書館は、乳幼児から高齢者まで、市民すべての生涯学習に資するとともに、情報を入手

し、芸術や文学を鑑賞し、地域文化の創造にかかわる場です。また、乳幼児・児童・青少年の人

間形成において、豊かな読書経験は極めて重要な学習であり、生涯にわたる図書館利用の基

礎を形づくるためにも、乳幼児・児童・青少年に対する図書館サービスは重視していく必要が

あります。 

また、学校図書館との連携をすすめ、児童・生徒に対して利用案内を行うとともに、求めに

応じて学校における学習や読書を支援することも重要です。 

市では、多様化、高度化する市民の学習要求に対応するため、資料の充実を図り、また「東

大和市生涯学習・生涯スポーツ推進計画」及び「第三次東大和市子ども読書活動推進計画」に

基づき、広く関係機関と連携をしながら図書館サービスの一層の充実を目指します。 

 

 ①市民の読書活動の推進事業 

 親子読書活動、読み聞かせ活動、おはなし会等の開催、図書展示、開館日及び開館時間の拡

大、講演会等の実施、ブックスタート事業への協力、図書館見学会等 

  

 ②蔵書及び地域資料の充実 

 蔵書の充実及びサービス向上事業、地域資料の収集・貸出、一般書・児童書の収集・貸出等 

 

 ③図書館サービスの充実 

蔵書の充実及びサービス向上事業（再掲）、託児付講座及び障害者向けサービス推進事業等 

 

２ 施設の概要 

（１）所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 所在地 

東大和市立桜が丘図書館 

東京都東大和市桜が丘３丁目４４番地の１３  

桜が丘市民センター内 

（さくらがおか児童館、桜が丘集会所との複合施設） 

東大和市立清原図書館 

東京都東大和市清原４丁目１番地  

清原市民センター内 

（清原老人福祉館、清原地区会館との複合施設） 
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（２）構造及び面積 

＜桜が丘図書館＞               ＜清原図書館＞           

建物 

鉄筋コンクリート造 

床面積 ３５３㎡     

 (桜が丘市民センター２階)  

開設 

年月日 
平成５年７月１日 

施設の

面積 

施設名 規模（㎡） 

開架室 ３０４ 

書庫 １０ 

事務室 ３９ 

 

   

       

（３）開館時間及び休館日 

＜桜が丘図書館・清原図書館＞                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物 

鉄筋コンクリート造 

床面積 ５３０㎡    

 (清原市民センター１階)  

開設 

年月日 
平成１９年１月１９日 

施設の

面積 

施設名 規模（㎡） 

開架室 ４２８ 

おはなし室 

兼対面朗読室 
２４ 

書庫 ３６ 

事務室 ４２ 

開館 

時間 

午前１０時から午後５時まで。ただし、火曜日から金曜日まで（その

日が休日に当たる場合を除く。）については、午前１０時から午後７

時まで 

休館日 

・定期休館日 

毎週月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とし、

更にその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。 

休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、

火曜日とし、更にその日が休日に当たるときは、順次繰り延べる。 

・年末年始 

１２月２８日から翌年の１月４日までの日 

・資料整理日 

毎月第３木曜日 

・特別資料整理期間 

毎年１回１５日以内において教育委員会が指定する日 
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３ 指定管理者が行う業務（詳細は仕様書を参照） 

（１）図書館サービスに関する業務 

ア  開館・閉館業務 

イ  窓口（カウンター）業務 

ウ  資料管理業務 

エ  各種サービス業務 

オ  その他の業務 

（２）施設等の管理業務 

ア  施設管理業務 

イ  財産・備品管理業務 

ウ 部屋の貸出（清原図書館のみ） 

※ 利用申請の受付等は中央図書館 

（３）主たる業務に付随する事務 

ア 指定管理委託料の管理、経理及び財産管理 

イ 文書の管理・保存 

（４）提案事業 

指定管理料の範囲内において実施される事業 

（５）事業計画及び報告書等の作成 

ア  年度事業計画書 

イ  年度事業報告書 

ウ 月次事業報告書 

エ  業務日誌 

オ 提案事業計画書・報告書 

カ 要望・苦情報告書 

キ 事故等報告書 

ク  その他の報告書等 

（６）連絡調整会議の開催 

ア 会議の開催 

イ 議事録等の作成及び提出   

（７）本業務の履行に関する質の確保及び評価の実施 

（８）その他の業務 

ア 会議への出席 

イ 東大和市による監査等への対応 

ウ 指定管理期間の終了又は指定の取り消しに伴う業務の引継ぎ 

エ 危機管理 

オ その他本業務を行う上で必要な業務 

（９）留意事項 

 

４ 本業務の範囲外の業務 

（１）独自事業 

指定管理者が企画し、指定管理者の自己財源で行う事業です。独自事業計画書（様式８）に

より提案をしてください。 

 

５ 指定期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間） 
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６ 本業務に関する経費等 

本業務に関する経費は、教育委員会が支払う指定管理委託料のほか、その他の収入をもっ

て充てるものとします。 

 

（１）指定管理者の収入 

ア  指定管理委託料 

過去４年間の指定管理委託料を参考としてお示ししますので、これらの金額を目安に、指

定管理委託料を算出してください。  

なお、指定管理委託料については、年度ごとに予算額の範囲内で指定管理者と協議を行

い、年度協定を締結して支払います。 

また、支払方法は年度協定において定めることとします。 

（参考）過去４年間の指定管理委託料  

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

55,928,000円 55,928,000円 56,081,434円※１ 55,991,737円※2 

  ※１桜が丘図書館空調及び照明設備等更新工事休館中対応による経費の増加分を含む。 

  ※２清原図書館空調及び照明設備等更新工事休館中対応による経費の増加分を含む。 

 

（ア）利用料金 

図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第１７条により、「公立図書館は、入館料その他図書館

資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」と規定されているため、インタ

ーネットコーナー等の利用に対しても、料金を設定し徴収することは認められません。 

 （イ）複写料金 

複写サービスに関する料金については、図書館法第１７条に抵触しない性質のものと考え

ます。東大和市立図書館資料複写サ―ビス取扱要綱を参考に受益者負担として、利用者用

電子複写機を設置し、指定管理者の収入とします。具体的な利用金額は、教育委員会と協議

の上、決定します。 

（ウ）参加費等 

本業務の実施に当たり、参加者個人に直接要する経費（材料費・保険料等）について、やむ

を得ず利用者から徴収する必要がある場合は、事前に教育委員会と協議の上、実費相当額

を利用者に求めることができます。 

この場合、図書館法第１７条の規定や公の施設であることを十分に考慮して検討するとと

もに、利用者の理解が得られる範囲内の金額とし、算定根拠や利用者負担を求める理由に

ついて、十分な説明を果たせるものでなければなりません。 

（２）指定管理者の支出（詳細は別紙１経費区分表を参照） 

本業務を行うに当たっては、主として下表の経費が必要となります。 
 

区分 詳細区分 

人  件  費 給与費等 

事  務  費 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、備品購入費等 

そ  の  他 保険料、公租公課等 
 

※指定管理者の経費に施設管理費は、含まれません。 

（３）指定管理委託料の精算 

本業務を実施することで、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された

余剰金については、精算による返還を求めません。また、本業務の実施において不足額が
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生じた場合には、教育委員会は補填を行いません。 

（４）指定管理委託料の管理、経理及び財産管理 

ア 指定管理者は、本業務に関する帳簿、財産台帳その他必要な経理書類を作成し、教育 

委員会及び関係機関の求めに応じて、いつでも提出できるようにしてください。  

イ 本業務に関しての監査業務が受けられる体制を整えてください。 

ウ  経理に関する書類の保存期間は、法令に定めのあるものについてはそれに従ってく

ださい。それ以外のものについては、東大和市文書管理規則（平成１６年規則第１５号）

に準じて、適正に管理、保存をしてください。 

 

７ 管理の基準 

東大和市立図書館条例及び東大和市立図書館条例施行規則に基づき、指定管理業務を行

っていただきます。 

本業務を行う上で必要不可欠な管理運営の基本的事項は、次のとおりです。 

（１）指定管理者が行う業務 

ア 指定管理者が行う業務は、以下に掲げる事業及び教育委員会が特に必要と認める業務

とします。 

（ア）図書館資料の収集、整理及び保存 

（イ）図書館資料の貸出し 

（ウ）読書案内 

（エ）調査研究に対する援助及び図書館資料の複写 

（オ）他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力 

（カ）その他、図書館の目的達成のために必要な事業 

イ 指定管理者は、次に掲げる基準により上記の業務を行うこととする。 

（ア）関係法令等を遵守し、適正に地区館の管理を行うこと。 

（イ）利用者に対するサービスの提供を適切に行うこと。 

（ウ）個人情報を適切に取り扱うこと。 

（２）開館時間及び休館日 

指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、地区館の開館時間及び休館日を変更

することができます。また、指定管理者の応募に当たりこれらの変更を提案することができま

す。 

（３）図書館の利用の制限 

指定管理者は、図書館の利用者が下記のいずれかに該当するときは、図書館の利用を拒

み、又は中止させることができます。 

ア 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき 

イ 営利を目的とするとき 

ウ 東大和市立図書館条例、東大和市立図書館条例施行規則又は指定管理者の指示に従わ

ないとき 

エ ア～ウのほか管理運営上支障があるとき 

（４）損害賠償 

図書館資料が利用者によって汚損、破損又は紛失されたときは、弁償を求めます。 

基本的には現物弁償とします。現物弁償が、どうしても困難な場合は、中央図書館と協議し

て対応します。 

（５）貸出手続 

図書館資料の貸出を受けようとする者から申し込みがあったときは、利用カードを交付し

ます。また、申し込み内容の変更、利用カードの紛失等があった場合に届出の受付をします。 

利用カードの交付を受けることができる者は、以下のとおりです。 
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・東大和市在住・在勤・在学の方（一般）   

・東大和市内の学校・事業所・サークル等の団体 

・東村山市・武蔵村山市・立川市・小平市に在住する方（広域）  

（６）貸出期間 

利用者が図書館資料の貸出期間の延長を希望する場合には、他の方の予約がなく貸出期

限内に申出があった場合において、１回に限り延長することができます。 

 

８ 教育委員会と指定管理者のリスク分担 

教育委員会と指定管理者のリスク分担は、次の表のとおりとします。 

ただし、下表に定める事項で疑義がある場合又は下表に定めのないリスクが生じた場合

は、教育委員会と指定管理者が協議の上、リスク分担を決定します。 

（共通）  
 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 

負担者 

教育  

委員会 

指定  

管理者 

事業計画変更リスク   

教育委員会の帰責事由による事業内容の変更に

関するもの 
○  

上記以外の事由による事業内容の変更に関するも

の 
 ○ 

募集要項リスク 募集要項の誤りによるもの ○  

仕様書等リスク 仕様書等の誤りによるもの ○  

 

    

制 

度 

関 

連 

リ

ス

ク 

 

法令の変更リスク 

当該事業に直接関係する法令の新設・変更による

もの 
○  

上記以外の法令の新設・変更によるもの  ○ 

許認可リスク 

許認可の遅延に関するもの 

（教育委員会が申請を行うもの） 
○  

許認可の遅延に関するもの 

（上記以外の部分） 
 ○ 

税制度リ スク 
法人税等の変更に関するもの  ○ 

消費税等の変更に関するもの ○  

社   

会  

リ  

ス  

ク 

住民対応リスク 

当該施設の管理運営（指定管理者の業務範囲と

されているものに限る。）に対する住民反対運動・

住民要望・訴訟に関するもの 

 ○ 

上記以外の当該事業に対する住民反対運動・住

民要望・訴訟に関するもの 
○  

環境問題リスク 
指定管理者の帰責事由による騒音、悪臭、ごみ

の散乱、交通渋滞等の発生に関するもの 
 ○ 
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（協定締結前段階） 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 
負担者 

教育  

委員会 

指定  

管理者 

応募リスク 応募費用の負担に関するもの  ○ 

協定締結リスク 

教育委員会の帰責事由により協定が締結できな

い、又は締結手続きに長期間を要すること等によ

るもの 

 

○  

指定管理者の帰責事由により協定が締結できな

い、又は締結手続きに長期間を要すること等によ

るもの 

 

 ○ 

上記以外の事由により協定が締結できない、又

は締結手続きに長期間を要すること等によるも

の 

○ ○ 

 

上記以外の事由による環境問題の発生に関する

もの 
○  

第三者賠 償リスク 

指定管理者の帰責事由による事故等の発生に関

するもの 
 ○ 

上記以外の事由（不可抗力を除く。）による事故等

の発生に関するもの 
○  

債務不履行リスク 

指定管理者の帰責事由によるサービス提供の中

止・停止・不能又はサービスの品質等が基本協定

書、年度協定書、仕様書、募集要項、基本事業計

画及び年度事業計画において定められた業務に

要求される水準（以下「要求水準」という。）を下回

った場合に関するもの 

 ○ 

指定管理委託料の支払いその他の東大和市が負

担すべき債務履行の遅延、不能等によるもの 
○  

不可抗力リスク 

天災（地震、落雷、洪水、異常降雨、土砂災害等）、人

災（戦争、テロ、暴動等）、感染症、法令変更等によ

る事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関

するもの 

協議による 

物価リスク 物価変動に関するもの  ○ 

指定取り消しリスク 

指定管理者の帰責事由による指定の取り消しに

関するもの 
 ○ 

上記以外の事由による指定の取り消しに関するも

の 
○  
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（管理運営段階） 
 

 

（事業終了段階） 
 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 

負担者 

教育 

委員会 

指定 

管理者 

終了手続リスク 
教育委員会又は次期指定管理者への業務の引

継ぎ、その他の本業務の終了にともなう諸手続

き及びその費用の負担に関するもの 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 

負担者 

教育  

委員会 

指定  

管理者 

管理運営開始 

の遅延リスク 

指定管理者の帰責事由による管理運営開始の遅

延に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由（不可抗力を除く。）よる管理運営

開始の遅延に関するもの 
○  

要求水準リスク 

要求水準の未達、不適合等に関するもの  ○ 

教育委員会の指示による要求水準の変更等に

関するもの 
○  

施設瑕疵リスク 施設、設備に瑕疵が発見された場合に関するもの ○  

施設、設備 

の損傷リスク 

指定管理者の帰責事由による施設、設備の損傷

に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由（不可抗力を除く。）による施設、

設備の損傷に関するもの 
○  

備品調達リスク 
教育委員会の備品に関するもの ○  

上記以外の備品に関するもの  ○ 
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９  管理責任者の指定 

    本業務について総括的な責任を持ち、地区館を代表する管理責任者（統括館長に相当 

する職）を指定してください。 

 

１０  応募資格・制限 

（１）応募資格 

ア 法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること（法人格の有無は問いません。）。 

個人での応募はできません。 

イ 東京都内の区市町村において、公共図書館の管理運営業務を行った実績がある法人等 

 

（２）応募者の制限 

法人等又はその代表者が、次に該当する場合は応募者となることができません。また、応募

者は当該団体から直接又は間接に支援を受けることはできません。 

なお、協定締結までの期間に、次の要件に該当となった場合は、指定管理者としての資格を

喪失したものとします。 

ア 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない法人等  

イ 国税又は地方税を滞納している法人等 

ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により、東大和市又

は他の地方公共団体から指定を取り消された法人等で、その取り消しの日から２年を経

過しないもの 

エ 市長、副市長若しくは地方自治法第１８０条の５の規定により設置する委員会の委員若

しくは監査委員（以下これらを「市長等」という。）又は議員が、役員若しくはこれに準ずべ

き者又は支配人となっている法人等（市長等にあっては、東大和市が資本金、基本金その

他これらに準ずべきものの２分の１以上出資している法人等を除く。） 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている法人等 

カ  役員又はこれに準ずべき者が次のいずれかに該当している法人等 

（ア）破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者 

（イ）拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者 

   （ウ）公務員であった者で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しないもの 

キ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号の規定に該当する

法人等  

ク 応募書類提出時点において、東大和市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の

指名停止等の措置を受けている法人等 

ケ 東大和市契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている

法人等 

コ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

更生又は更生手続きをしている法人等 

サ 指定管理者の選定を行う選定委員及びその家族の属する法人等 

 

１１ 応募の手続き 

（１）募集要項等 

募集要項及び関係書類については、東大和市公式ホームページ及び東大和市立図書館ホー

ムページからダウンロードしてください。新たに追加する資料や質問への回答など、募集に関

する最新の情報は東大和市立図書館ホームページにおいて提供する予定です。 
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東大和市公式ホームページ    ：https://www.city.higashiyamato.lg.jp 

東大和市立図書館ホームページ：https://www.lib.higashiyamato.tokyo.jp 

（２）公募説明会・施設案内会 

公募説明会・施設案内会を次のとおり開催しますので、応募予定の法人等は、必ず出席して

ください。 

なお、募集要項等の関係書類はダウンロードし、お持ちください。 

「公募説明会・施設案内会参加申込書（様式１）」に必要事項を記入のうえ、４月１６日（木）正午

までに電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。 

申込先：東大和市教育委員会事務局教育部中央図書館 

※ 表題には「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館公募説明・施設案内申請」として

送信願います。 

電子メール：chuotoshokan@city.higashiyamato.lg.jp 

ＦＡＸ ０４２-５６４-２４２５ 

 日 時 場 所 

公募説明会 

令和８年４月２１日（火） 

午後１時から 

※ダウンロードした募集要項等を 

持参してください。 

東大和市立中央図書館 

視聴覚室 

施設案内会 

令和８年４月２１日（火） 

公募説明会終了後  

※各法人等２人以内でお願いします。 

東大和市立桜が丘図書館 

東大和市立清原図書館 

 

（３）募集要項に関する質問の受付 

「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理者募集に係る質問書（様式２）」に必

要事項を記入の上、電子メールでお願いします。 

電子メールの表題は「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館に係る指定管理者質問」

としてください。 

提出の際は、電子メール送信後に必ず電話による受信確認を行ってください。 

電話などによる個別の質問にはお答えできませんのでご注意願います。 

※ 電子メール chuotoshokan@city.higashiyamato.lg.jp 

受付期間：令和８年５月１２日（火）及び５月１３日（水）午後５時まで  

回答方法：東大和市立図書館ホームページで回答します。(５月２７日(水)予定) 

（４）費用の負担 

応募に要する経費は応募者の負担とします。 

（５）応募方法 

ア  受付期間 日時：令和８年６月１６日（火）及び６月１７日（水） 

午前９時から午後４時まで 

イ  受付場所 東大和市立中央図書館までご持参ください。  

東京都東大和市中央３丁目９３０番地  

電話０４２－５６４－２４５４ 

 

 

 

http://www.city.higashiyamato.lg.jp/
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/
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１２ 応募のための提出書類   

（１）応募書類 

以下の書類を正本１部、副本１３部（複写可）の計１４部提出してください。 

ただし、①、②、⑦、⑧、⑨、⑫の書類は正本１部のみで結構です。 

なお、⑩の書類には、表紙を含め法人名やロゴマーク等、応募者を特定できるような表記

をしないでください。また、ＣＤ又はDVDに記録して１部提出してください。 

 

 

応   募   書   類 
正 

本 

副 

本 
様式 

① 東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館指定管理者指定

申請書 
○  様式３ 

② 誓約書 ○  様式４ 

③ 法人その他の団体の概要 ○ ○ 様式５ 

④ 定款又はこれに類するもの ○ ○ 

任意形式  

⑤ 財務諸表又はこれらに類するもの 

直近３年間の損益計算書、貸借対照表等、直近の決算報告

書又は決算見込みを証明する書類 

○ ○ 

⑥ 役員又はこれに準ずべき者に関する名簿 

（名前、フリガナ、生年月日も記載してください。） 
○ ○ 

⑦ 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

３か月以内のもの。法人以外はこれに類するもの 
○  

各種証明書 

⑧ 納税証明書 

直近１年の法人税、消費税（地方消費税を含む）、法人事業税

及び法人市民税の納税証明書 

○  

⑨ 印鑑証明書 

３か月以内のもの 
○  

⑩ 基本事業計画書、年度事業計画書（任意様式）、実施体制

表、独自事業計画書、収支予算書 

※表紙を含め、法人名やロゴマーク等応募者を特定できる

ような表記をしないでください。 

○ ○ 様式６～９ 

⑪ 過去５年間の類似業務の実績（東京都内の区市町村におい

て、公共図書館の図書館事業に限る） 
○ ○ 任意様式 

⑫ プライバシーマーク資格証明書（写し） ○   

※ 上記のほか、選定結果通知用封筒として、角形２号封筒に選定結果の送付先を明記し、

簡易書留郵便相当額の切手４９０円を貼付したものを１部同封してください。 

※ 年度事業計画書については、年度の事業目標や主要事業、事業計画、研修計画、 

 収支計画等を記載してください。 

（２）応募書類の綴り方  

副本については、⑩に掲げた書類と他の書類（③、④、⑤、⑥、⑪）とを別にして綴ってくだ

さい。綴りファイルは、Ａ４判紙製のフラットファイルでお願いします。 
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（３）留意事項 

ア  応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

イ  教育委員会が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合があります。 

ウ  応募後に辞退する場合は、「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館指定管理者指定

辞退届（様式１０）」を提出してください。 

エ  応募１法人等につき、提案は１件とします。複数の応募はできません。 

オ 提出書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、教育委員会は指定管理者候補者の

選定及び指定管理者の指定において、必要な範囲で、申請書類の内容を無償で使用でき

るものとします。 

なお、提出書類については、いかなる理由があっても返却いたしません。 

カ  提出書類については、東大和市情報公開条例（平成１５年条例第２２号）に基づき公開

請求があった場合、原則として公開をします。ただし、同条例に定める非公開情報（個人

情報及び事業活動情報等）は、除きます。 

キ  提出書類については、市議会等の審議の際、資料として提出する場合がありますので、

その際は改めて協議させていただきます。 

 

１３ 選定 

（１）選定方法 

指定管理者の選定については、「東大和市指定管理者選定委員会設置要綱」により設置さ

れた、指定管理者選定委員会の審査を経て、教育委員会が指定管理者候補者を決定します。 

審査は書類審査並びにプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行い、評点が高い

法人等を指定管理者候補者に選定します。 

このとき、次点候補者を選定することがあります。 

なお、選定の結果によっては、「適格者なし」とする場合もあります。 

ア  第１次審査（書類審査）  

提出書類により、応募をした法人等の審査を行い、原則として複数の法人等を選定します。

第１次審査の審査結果は、応募した法人等に通知します。 

イ 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

第１次審査を通過した法人等に第２次審査を行います。 

第２次審査では提出された事業計画書等をもとに、プレゼンテーション及びヒアリングを

行います（出席者３人以内）。 

プレゼンテーションの時間及びヒアリングの回答時間は、一定時間内で行ってください。 

プレゼンテーション及びヒアリング時の提案（口頭での説明を含む。）は、事業提案に含ま

れるものとします。 

なお、管理責任者（予定者）又は管理運営全般について説明ができる者のいずれかが必ず

出席をしてください。 

（２）選定基準  

指定管理者の選定は、以下の基準に基づいて行う予定です。 

ア 指定管理業務を行うに当たっての基本的な考え方が明確か 

イ 管理運営体制が適切か 

ウ 利用者への対応が適切か 

エ 図書館サービスの向上及び利用促進の取組みが積極的か 

オ 学校・地域・ボランティア等との連携が積極的か 

カ 危機管理が適切か 

キ 個人情報の保護・情報公開に係る考え方は適切か 

ク 本業務全般について、自らチェック・評価する仕組みが適切か 
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ケ その他 

（３）選定結果の通知・公表 

第１次審査の結果については、令和８年８月上旬に応募した法人等に通知をします。 

第２次審査の結果については、令和８年９月下旬に対象法人等に通知するとともに、東大

和市公式ホームページ等で指定管理者候補者を公表します。 

選定結果として、応募法人等の名称、審査結果の概要（審査点数）等を公表する予定です。

次点以下の法人等については、点数のみ公表する予定です。 

 

１４ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）協議及び仮協定 

選定委員会による選定結果をもとに、教育委員会と指定管理者候補者は指定管理業務の細

目について協議を行います。 

この場合、教育委員会は必要に応じて指定管理者候補者の提案に対し、提案内容の趣旨を

変更しない範囲において修正を求めることができるものとします。 

協議成立後、仮協定を締結します。 

当該候補者との協議が成立しない場合、次点候補者がいるときは、次点候補者と協議を行

います。 

（２）指定及び協定 

令和８年第４回市議会定例会（予定）において、地区館の指定管理者の指定についての議案

の可決後、指定管理者候補者を指定管理者に指定し、基本協定を締結します。 

その後、令和９年４月１日に年度協定を締結します。 

協定については指定期間中の総括的な事項を定めた「東大和市立桜が丘図書館及び清原

図書館の指定管理業務に関する基本協定書」（資料１参照）と各年度の本業務の内容及び指定

管理委託料を定めた「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理業務に関する令

和 年度協定書」（資料３参照）を締結します。 

（３）協定が締結できない場合の措置等 

指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当することになったときは、その指定

を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

ア  正当な理由なくして協定の締結に応じないとき 

イ 財務状況の悪化等により、本業務の履行が確実でないと認められるとき 

ウ 本募集要項、１０応募資格・制限（２）応募者の制限に該当した場合 

エ 著しく社会信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき 

（４）その他 

ア 協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、教育委員会及び指定管理者双方が誠

意を持って協議するものとします。 

イ 何らかの事由により、協定の変更又は追加協定を締結する必要が生じた場合の協議申

出は、急を要するものを除き、教育委員会及び指定管理者双方とも変更予定日の６か月

前までに行うこととします。 

 

１５ 本業務の実施状況の監視等 

教育委員会は指定期間中に本業務の実施状況を把握し、良好な管理運営状況を確保する

ため、次のとおりモニタリングを実施します。 

（１）事業報告書 

指定管理者は毎月の本業務及び経理の状況について月次事業報告書を作成し、翌月の末

日までに教育委員会に提出します。 

また、毎年度終了後に、本業務全般に関する年度事業報告書を作成し、毎年度終了後６０日
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以内に教育委員会に提出するものとします。 

なお、記載事項等については協定で定めるものとします。 

（２）教育委員会による本業務の実施状況の確認 

教育委員会は随時、本業務の実施状況について現地での確認等を行います。 

（３）指定管理者が行う評価 

指定管理者が自ら提案をした自己評価を行い、教育委員会へ報告をするとともに今後の業

務に反映させてください。 

（４）業務水準が低下した場合の措置 

状況確認やモニタリングの結果、仕様書及び指定管理者が提出する事業計画書に定められ

た業務が遂行されていないことが判明した場合には、教育委員会は改善措置を講ずるなど

の指導、さらには業務の停止や指定の取り消し、又は指定管理委託料の減額等を行うことが

あります。 

（５）帳簿類等の提出 

東大和市監査委員が地区館の事務を監査する必要があると認める場合には、指定管理者

は帳簿書類その他の記録を提出し、監査を受けなければなりません。 

 

１６ その他の事項 

（１）業務の引継ぎについて 

指定管理者は、円滑な引継ぎに協力していただきます。 

指定管理者に指定した後は、業務の引継ぎ及び各業務の習得を行っていただきます。 

令和９年３月３１日以前に業務の引継ぎ等に要した費用は、全て指定管理者として指定され

た法人等の負担とします。 

また、指定管理期間の終了又は指定の取り消しにより、次期指定管理者又は教育委員会に

業務を引継ぐ場合には、指定管理期間中に取得した情報は全て提供していただきます。 

（２）独自事業について 

独自事業（本業務以外の業務で本業務の実施を妨げない範囲において指定管理者が自己

の責任と費用により実施する事業）を行う場合には、独自事業に関する提案を行ってくださ

い。 

（３）本業務の包括委託の禁止 

指定管理者は、指定管理者が行う本業務を包括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とはできません。 

ただし、本業務の一部について、あらかじめ教育委員会の了解を得た場合は、この限りでは

ありません。 

（４）指定管理者選定委員との接触禁止 

応募者は、指定管理者の選定を行う指定管理者選定委員に対し、本件応募についての接触

を禁止します。 

接触の事実が認められた場合には、失格となることがあります。 

（５）各種保険への加入  

指定管理者は、本業務を行うために必要と思われる保険に加入をしてください。 

 

１７ 問合せ  

東大和市教育委員会事務局教育部中央図書館管理係 

  住 所 〒２０７-００１５ 東京都東大和市中央３丁目９３０番地 

  電話番号 ０４２-５６４-２４５４ 

  F A X  ０４２-５６４-２４２５ 

   電子メール  chuotoshokan@city.higashiyamato.lg.jp 

mailto:chuotoshokan@city.higashiyamato.lg.jp
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別紙１ 経費区分表 

科 目 名 
東大和市及び 

教育委員会 
指定管理者 備考 

人件費          ○  

消耗品費 ○ ○ ※消耗品費・印刷製本費区

分表参照 印刷製本費 ○ ○ 

光熱水費 ○           

施設修繕料 ○  ○ 

指定管理者の帰責事由に

よるものについては指定管

理者が負担する。 

郵便料 ○  ○ 

自社への事務連絡にかかる

郵送料は、指定管理者が負

担する。 

電話料 ○  ○ 

自社への事務連絡について

は、指定管理者で携帯電話

等を準備し負担する。 

通信サービス費 ○   

施設管理費 ○   

コピー・ファックス 

（事務室） 
 ○ 消耗品も含む 

利用者用電子複写機  ○ 消耗品も含む 

図書館システム機器等賃借

料 
○   

有料データベース使用料 ○   

新刊マークデータ使用料 ○   

図書等資料購入費 ○   

図書館関連団体負担金 ○   

ごみ収集手数料  ○ 
ごみを排出するための事業

用系ゴミ袋等 
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※ 消耗品費・印刷製本費区分表 

物  品  名 
東大和市及び 

教育委員会 
指定管理者 備考 

レシートプリンタ用感熱ロ

ール紙 
         ○  

筆記用具等文房具  ○  

制服等  ○  

ブックエンド ○   

紙芝居貸出ケース ○   

ラベルライター、テープ  ○  

資料装備、修理用品  ○ 

分類・付録用ラベル、ブッカ

ー等（雑誌等の自館装備、

修理等） 

紙芝居舞台 ○          桜が丘図書館のみ 

その他行事・展示用消耗品  ○  

トナーカートリッジ 

（図書館システム用） 
 ○  

用紙類  ○  

領収書  ○ （コピー料金用） 

給湯コーナーの消耗品  ○  

借用カバー ○  協力貸出本にかけるカバー 

蛍光灯、電球等 ○   

トイレットペーパー ○   

バーコードラベル ○   

館別シール  ○  

利用カード ○   

各種申請書 ○   

開館カレンダー ○   

事業に関するチラシ・ポス

ターの作成 
 ○  

衛生用品等  ○  

除菌機消耗品  ○ 
紫外線殺菌ランプ一式  

（10本／台）、消臭抗菌剤 

その他事務用品  ○ 必要に応じて 
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資料１ 

東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理業務に関する基本協定書【原案】 
 

東大和市（以下「委託者」という。 ）と （以下「受託者」という。）は、次のとおり東大和市立桜

が丘図書館及び東大和市立清原図書館（以下「地区館」という。）の指定管理業務に関する基

本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

この場合において、本協定中、委託者を代表する執行機関は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定

に基づき、東大和市長及び東大和市教育委員会とする。 

 

第１章  総   則 

（本協定の目的） 

第１条  本協定は、委託者と東大和市立図書館条例（昭和５２年条例第１１号。以下「条 

 例」という。）第８条第４項の規定により指定管理者に指定された受託者が相互に協力し、地

区館を適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項を定めることを目的とする。 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 委託者及び受託者は、地区館の管理運営を指定管理者である受託者に行わせること

の趣旨について、民間事業者である受託者の能力を活用しつつ、地域住民等に対す 

 る公共図書館事業のサービスの効果及び効率を向上させ、もって生涯学習の一層の増 

進を図ることにあることを十分に理解するものとする。 

（公共性の趣旨の尊重） 

第３条 受託者は、地区館の設置目的、指定管理者の指定の意義及び地区館の指定管理業務

（以下「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を

尊重するものとする。 

（信義誠実の原則） 

第４条 委託者及び受託者は、互いに協力し、信義を重んじ、本協定を誠実に履行しなけ 

ればならない。 

２ 委託者及び受託者は、地方自治法、条例、東大和市立図書館条例施行規則（昭和５８年教

育委員会規則第４号。以下「規則」という。）、その他関係法令を遵守し、本協定を履行しな

ければならない。 

（用語の定義） 

第５条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

（１）仕様書 地区館の本業務に関する仕様書「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館指 

   定管理者仕様書」をいう。 

（２）指定管理委託料 委託者が受託者に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。 

（３）年度協定 本協定に基づき各年度の業務内容の詳細及び各年度の指定管理委託料を定 

めるために、委託者及び受託者が指定期間中に毎年度締結する協定のことをいう。 

 （４）基本事業計画書 指定管理者の公募時における受託者の提案を基に委託者及び受託者 

が協議の上、調製する指定期間に関する長期的かつ総合的な事業計画書をいう。  

（５）年度事業計画書 基本事業計画書に基づく各年度の本業務の実施に関する事業計画書 

をいう。     

（６）不可抗力  天災（地震、落雷、水害、土砂災害等）、人災（戦争、テロ、暴動等）、感染症、

法令変更及びその他委託者及び受託者の責めに帰すことの出来ない事由をいう。なお、

施設利用者の増減は不可抗力に含まないものとする｡ 

（管理物件） 

第６条 受託者が管理する施設、設備及び物品（以下「管理物件」という。）は、別記１「管理物件」
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に定めるとおりとする。 

２ 受託者は、管理物件を使用するとともに、常に良好な状態に保たなければならない。 

（指定期間） 

第７条 受託者が本業務を実施する指定期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日

までとする。 

２ 本業務に関する事業年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

（本業務の範囲） 

第８条  条例第９条に規定する本業務の範囲は次のとおりとする。 

（１）図書館サービスに関する業務 

ア  開館・閉館業務 

イ  窓口（カウンター）業務 

ウ  資料管理業務 

エ  各種サービス業務 

オ  その他の業務 

（２）施設等の管理業務 

ア  施設管理業務 

イ  財産・備品管理業務 

ウ 部屋の貸出（清原図書館のみ） 

※ 利用申請の受付等は中央図書館 

（３）主たる業務に付随する事務 

ア 指定管理委託料の管理、経理及び財産管理 

イ 文書の管理・保存 

（４）提案事業 

（５）事業計画及び報告書等の作成 

ア  年度事業計画書 

イ  年度事業報告書 

ウ 月次事業報告書 

エ  業務日誌 

オ 提案事業計画書・報告書 

カ 要望・苦情報告書 

キ 事故等報告書 

ク  その他の報告書等 

（６）連絡調整会議の開催 

  ア 会議の開催 

   イ 議事録等の作成及び提出   

（７）本業務の履行に関する質の確保及び評価の実施 

（８）その他の業務 

   ア 会議への出席 

   イ 東大和市による監査等への対応 

   ウ 指定管理期間の終了又は指定の取り消しにともなう業務の引継ぎ 

   エ 危機管理 

   オ その他本業務を行う上で必要な業務 

（９）留意事項 

２ 前項各号に掲げる業務の内容は、仕様書及び受託者から提出された「基本事業計画書」
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に定めるとおりとする。 

（業務範囲の変更） 

第９条  委託者及び受託者は、必要と認める場合は、前条で定めた本業務の範囲の変更を

求めることができる。 

２ 委託者及び受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 本業務の範囲の変更については、前項の協議において決定するものとする。 

 

第３章 本業務の実施 

（本業務の実施） 

第１０条 受託者は、関係法令のほか、本協定、年度協定、仕様書、東大和市立桜が丘図書館及

び清原図書館指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）、基本事業計画書及び年度事

業計画書に従って本業務を実施するものとする。 

２ 本協定、年度協定、仕様書、募集要項、基本事業計画書及び年度事業計画書の間に矛 

盾又は齟齬がある場合は、本協定、年度協定、仕様書、募集要項、基本事業計画書及び年度

事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、基本事業計画書又は年度事業計画書において仕様書を上回る

水準が提案された場合は、基本事業計画書又は年度事業計画書に示された水準を優先する

ものとする。 

（委託等の制限） 

第１１条  受託者は、本業務を包括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、事前に委

託者の承諾を得なければならない。 

３ 委託者は、受託者に対して、第三者に委託し、又は請け負わせた業務の内容その他必要な

事項の報告を求めることができる。 

４ 受託者が、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、当該第三者の責め

に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て受託者が負担するものと

する。 

（法令上の責任） 

第１２条  受託者は、受託者の従業員に対する雇用者又は使用者として、労働基準法 

（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、労働安全衛生法（昭和

４７年法律第５７号）、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）、職業安定法（昭和

２２年法律第１４１号）その他の法令上全ての責任を負って従業員を管理するものとし、これ

らの責任を委託者に及ぼさないものとする。 

（緊急時の対応） 

第１３条 受託者は、指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発 

生した場合に備え、対処に関する体制の整備その他の必要な措置に関する事項を定めな 

ければならない。 

２ 受託者は、緊急事態が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、委託 

者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。 

３ 緊急事態が発生した場合、受託者は委託者と協力して事故等の原因調査にあたるものとす

る。 

（災害等応急活動） 

第１４条 受託者は、災害等が発生した場合、東大和市地域防災計画に基づき市が行う応 

急対策等に協力するものとする。 

２ 前項に定める協力業務内容は次に掲げるとおりとする。 

（１）利用者の避難及び救護に関すること 
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（２）地区館の被害調査及び応急対策に関すること 

（３）前各号に掲げるもののほか、市が協力要請をした事項 

（暴力団の利用の排除） 

第１５条 受託者は、地区館の利用に関して、暴力団（東大和市暴力団排除条例（平成２４年条

例第３７号。以下「暴力団排除条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）の活動に利用される疑いのある場合は、委託者と協議の上、暴力団排除条例に基づ

き適切に事務を処理しなければならない。 

（暴力団員等からの不当介入に対する報告及び通報の義務） 

第１６条 受託者は、本業務の実施にあたって、暴力団員等（暴力団排除条例第２条第２号に規

定する暴力団員及び同条例第３号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）による不当

若しくは違法な要求又は本協定の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を委託

者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

（情報管理・情報公開） 

第１７条 受託者は、本協定の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び東大和市個人情報

保護法施行条例（令和４年条例第３２号）の規定を遵守するほか、本業務の実施に関して

知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損を防止するとともに、個人情報の適正な

管理のために、資料２「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理業務に関す

る個人情報の取扱いに係る特記事項」に基づき必要な措置を講じなければならない。 

３ 受託者は、次に掲げる事項について、施設内での資料の備付けその他の方法により適時公

表するものとする。 

（１）管理業務の実施状況 

（２）施設の利用状況（利用者数、利用率等） 

（３）事業の実施状況（実施した事業の状況等） 

（４）利用者の意見、要望等 

（近隣対策） 

第１８条  受託者は、地区館の管理運営にあっては近隣住民との協調に努め、騒音、悪臭、ご

みの散乱、交通渋滞等のトラブルを防止するよう留意しなければならない。 

２ 地区館の管理運営にともなって近隣住民との間に問題が発生した場合、受託者は責任を

持って解決に向けた対策を講じなければならない。この場合において受託者は、問題発生

時及び解決時に、それぞれの状況を委託者に報告するものとし、必要に応じて委託者と協

議するものとする。 
 

第４章 備品等の扱い 

（委託者による備品等の貸与） 

第１９条 委託者は、「別記１ 管理物件」に示す備品等（Ⅰ種）を無償で受託者に貸与するもの

とする。 

２ 受託者は、指定期間中、備品等（Ⅰ種）を常に良好な状態で保たなければならない。 

３ 備品等（Ⅰ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなったときは、

委託者は受託者との協議により、必要に応じて委託者の費用で当該備品等を調達するもの

とする。 

４ 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により備品等（Ⅰ種）をき損、滅失したときは、 

 委託者との協議により、受託者の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを

購入若しくは調達し、又は委託者に対しその費用を弁償しなければならない。 

５ 備品等（Ⅰ種）の修繕については、第２９条の規定を準用する。 
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（受託者による備品等の購入等） 

第２０条 受託者は、本業務の実施に供するために必要な「別記１ 管理物件」に示す備品等 

（Ⅱ種）を購入し、又は調達するものとする。 

２ 前項の規定により受託者が自己の費用で購入し、又は調達した備品等（Ⅱ種）は、受託者に

帰属するものとする。ただし、受託者が委託者と事前に協議し、指定管理委託料により購入

した備品等は、委託者に帰属するものとする。 

 

第５章 本業務実施に係る委託者の確認事項 

（事業計画書） 

第２１条 受託者は、受託者の提案を基に委託者と協議の上調製した基本事業計画書に基づき

本業務を実施するものとする。 

２ 受託者は毎年度委託者が指定する期日までに翌年度の年度事業計画書及び収支予 

算書を提出し、委託者の承認を得なければならない。 

３ 委託者及び受託者は、基本事業計画書又は年度事業計画書等を変更する必要が生じた 

ときは、委託者及び受託者の協議により、決定するものとする。 

（事業報告書） 

第２２条 受託者は、本業務に関して毎年度終了後６０日以内に次に掲げる事項を記載した年

度事業報告書を提出し、委託者の確認を得なければならない。 

（１）本業務の実施状況（利用状況、事業実施状況及び課題分析、研修内容等） 

（２）本業務に係る経費の収支状況 

（３）その他委託者が指示する事項 

２ 受託者は、委託者が第３８条から第４１条までの規定に基づいて年度途中において受 

 託者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定を取り消された日から６０日以

内に当該年度の取り消し日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

３  受託者は、毎月の本業務に関して翌月の末日までに次に掲げる事項を記載した月次事業

報告書を提出し、委託者の確認を得なければならない。 

（１）本業務の実施状況（利用状況、事業実施状況、研修内容等） 

（２）本業務に係る経費の収支状況 

（３）その他委託者が指示する事項 

４ 委託者は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はこれに関連する事項に 

ついて、受託者に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。 

（業務の実施状況の確認と改善勧告） 

第２３条 委託者は、事業報告書の確認のほか、受託者による本業務の実施状況を確認す 

ることを目的として随時、指定管理施設へ立入ることができる。また、委託者は受託者 

に対して本業務の実施状況や収支状況等について説明を求めることができる。 

２ 受託者は、委託者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて 

その申出に応じなければならない。 

３ 前条及び第１項の規定による確認の結果、受託者による本業務の実施が仕様書等の内 

容を満たしていない場合は、委託者は受託者に対して業務の改善を勧告するものとす 

る。  

４ 受託者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければなら 

ない。 

（監査） 

第２４条  委託者は、必要があると認めるときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により、本

業務に関し出納その他の事務について監査をすることができる。 

２ 委託者は、必要があると認めるときは、地方自治法第１９９条第８項の規定により、受託者
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に対し出頭を求め、調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。 

３ 受託者は、第１項の監査又は前項の出頭等の要求があったときは、これに応じなけれ 

ばならない。 

 

第６章 指定管理委託料 

（指定管理委託料の支払い） 

第２５条  委託者は、本業務の対価として、受託者に対して指定管理委託料を支払うもの 

とする。 

２ 全指定期間に関する指定管理委託料の総額は、 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上

限とし、この範囲内において別途年度協定で定めるものとする。 

３  前項の全指定期間に関する指定管理委託料の総額は、これを保証するものではない。 

４  指定管理委託料の支払方法等については、年度協定で定めるものとする。 

（指定管理委託料の変更） 

第２６条 委託者又は受託者は、第９条第１項の規定による変更、その他のやむを得ない事由

により、当初合意された指定管理委託料が不適当となると認めるときは、相手方に対して

文書により、指定管理委託料の変更を申し出ることができるものとする。 

２ 委託者又は受託者は、前項の申出を受けた場合、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否及び変更に係る金額等については、前項の協議において決定するものとする。 

 

第７章 リスク分担、損害賠償及び不可抗力 

（リスク分担） 

第２７条  本業務に関するリスク分担については、別記３「教育委員会と指定管理者のリスク

分担表」に定めるとおりとする。ただし、本協定の条項に特別の定めがある場合は当該条項

によるものとし、リスク分担表に定めのないリスクについては、委託者及び受託者が協議の

上、その分担を定めるものとする。 

２ リスクの回避、軽減、除去等の措置及びリスクが顕在化した場合の措置等については、リス

ク分担表に定めるもののほか、次条から第３０条までに定めるところによる。 

（保険） 

第２８条 受託者は、本業務の実施に当たり、必要と思われる保険について加入をする。 
 

（損害賠償等） 

第２９条  受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により管理物件を損傷し、又は滅失し 

 たときは、それによって生じた損害を委託者に賠償しなければならない。ただし、委託 

 者が特別の事情があると認めたときは、委託者はその全部又は一部を免除することがで 

きるものとする。 

（第三者への賠償） 

第３０条 本業務の実施において受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害 

が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が委託者

の責めに帰すべき事由又は委託者及び受託者双方の責めに帰すことができない事由に

よる場合はこの限りでない。 

２ 委託者は、受託者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して 

 賠償した場合、受託者に対して賠償した金額及びその他賠償にともない発生した費用を 

求償することができるものとする。 

３ 前２項に定めるところによるほか、第三者への賠償については、民法（ 明治２９年法律第８９

号）及び国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）に基づいて処理するものとする。 

（苦情、要望、住民運動、不服申立て又は訴訟への対応） 

第３１条 受託者は、本業務に関し、利用者又は市民から苦情、要望、住民運動、不服申 



- 25 - 
 

立て又は訴訟を提起されたときは、委託者と協議の上、誠実に対応しなければならない。 

２ 前項に規定する対応により発生した増加費用については、受託者の負担とする。 

（本業務の継続が困難となった場合の措置等） 

第３２条 受託者は、本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合、速 

やかにその旨を委託者に申し出なければならない。 

２ 受託者の責めに帰すべき事由により、本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが

生じた場合、委託者は、受託者に対して業務の改善等の必要な指示を行い、期間を定めて、

改善策の提出及び実施を求めることができる。 

３ 不可抗力により本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合、委託

者及び受託者は、本業務の継続について協議するものとする。 

４ 受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により 

 発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第３３条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は増加費用が発生した場合は、 

受託者はその内容や程度の詳細を記載した書面により委託者に通知するものとする。 

２ 委託者は、前項の通知を受けた場合、損害等の状況の確認を行った上で委託者及び受託者

の協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用 

については合理性の認められる範囲で委託者が負担するものとする。 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第３４条 第３２条第３項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施が

できなくなったと認められた場合は、受託者は、不可抗力により影響を受ける限度において、

本協定の定める義務を免れるものとする。 

２ 受託者が不可抗力により業務の一部を実施できなくなった場合、委託者は受託者との 

協議の上、受託者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理委

託料から減額することができるものとする。 

 

第８章 指定期間の満了 

（業務の引継ぎ等） 

第３５条 受託者は、指定期間の満了に際し引継書を作成し、委託者又は委託者が指定す 

る者に対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。 

２ 委託者は、必要と認める場合には指定期間の満了前に、受託者に対して委託者又は委託 

 者が指定する者による地区館の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 受託者は、委託者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてそ 

の申出に応じなければならない。 

（原状回復義務） 

第３６条 受託者は、指定期間の満了までに、地区館を原状（本業務を開始する前の状態をい

う。）に回復し、委託者に対し明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者が認めた場合には、受託者は地区館の原状回復を行わず

に別途、委託者が定める状態で委託者に対して管理物件を明け渡すことができるものとす

る。 

（備品等の扱い） 

第３７条 指定期間の満了に際し、備品等（Ⅰ種）については、受託者は委託者又は委託者 

 が指定する者に対して引継がなければならない。 

２ 指定期間の満了に際し、備品等（Ⅱ種）については、原則として受託者が自己の責任と 

 費用で撤去・撤収するものとする。ただし、委託者及び受託者の協議において両者が合意し
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た場合、受託者は委託者又は委託者が指定する者に対して引継ぐことができるものとする。 

 

第９章 指定期間満了以前の指定の取り消し 

（委託者による指定の取り消し） 

第３８条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取

り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものと

する。 

（１）委託者に対し虚偽の報告をし、又は報告若しくは調査を拒んだとき。 

（２）本業務に関する委託者の指示に従わなかったとき。 

（３）関係法令、条例、規則又は本協定に違反したとき。 

（４）応募時の指定管理者の資格要件を満たさなくなったとき又は指定管理者指定申請書若し

くは添付書類の内容に虚偽があることが判明したとき。  

（５）差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたと 

き。 

（６）破産、会社整理、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立をし、

又は申立をされたとき。 

（７）自ら振り出し、又は引き受けた手形又は小切手について、不渡り処分を受ける等支払停止

状態に至ったとき。 

（８）組織的な違法行為が行われる等、本業務を行わせておくことが社会通念上不適当で 

あると認められるとき。 

（９）前各号に掲げる場合のほか、受託者による本業務の実施を継続することが適当でな 

いと認められるとき。 

２ 委託者は、前項の規定に基づいて指定の取り消しを行おうとする場合は、事前に東大和市 

行政手続条例（平成９年条例第８号）に基づく聴聞手続きを行わなければならない。 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止

を命じた場合において、受託者に損害・損失や増加費用が生じても、委託者はその賠償の

責めを負わないものとする。 

（暴力団排除措置による指定の取り消し等） 

第３９条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を 

取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

（１）暴力団であると認められるとき。 

（２）役員等（次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。）が暴力団員等であると認められ

るとき。 

ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者 

イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有す 

る者 

ウ 個人にあっては、その者及びその使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる 

名称を有する者かを問わず、事務所の業務を統括する者〔事務所の業務を統括する者 

の権限を代行し得る地位にある者を含む。〕） 

（３）役員が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用して

いると認められるとき。 

（４）暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（５）役員等が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者

に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる

とき。 

（６）役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金
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銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等暴力団の維持、若しくは運営

に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（７）役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与し 

ていると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められる 

とき。 

（８）前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

（９）第１６条に規定する暴力団員等から不当介入に対する通報及び報告義務を履行しなかっ

たとき。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により指定を取り消され、又は本業務の全部

若しくは一部を停止された場合についても準用する。 

（受託者による指定の取り消しの申出） 

第４０条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託者に対して指定の取り消しを

申し出ることができるものとする。 

（１）委託者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

（２）委託者の責めに帰すべき事由により受託者が損害又は損失を被り、その損害を委託者が 

賠償しないとき。 

（３）受託者が自らの経営状況から判断して、又は受託者の責めに帰すべき事由により本協定

による業務を継続することが困難であると認めるとき。 

（４）その他、受託者が必要と認めるとき。 

２ 委託者は前項の申出を受けた場合、受託者との協議を経てその処置を決定するものとす

る。 

（不可抗力による指定の取り消し） 

第４１条 委託者又は受託者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した 

 場合は、相手方に対して指定の取り消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果やむを得ないと判断された場合、委託者は指定の取り消しを行うものとする。 

３ 前項の取り消しによって受託者に発生する損害・損失及び増加費用の負担は、合理性が 

 認められる範囲で委託者が負担することを原則として委託者及び受託者の協議により決

定するものとする。 

（指定の取り消し等にともなう措置） 

第４２条 受託者は、既に指定管理委託料が支払われているときに、指定管理者の指定を取り

消され、又は本業務の全部若しくは一部を停止された場合に、その期間に対して支払われ

た指定管理委託料について、委託者が計算して定める金額を委託者の指定する期日までに

委託者に返還しなければならない。 

（指定期間終了時の取扱い） 

第４３条  第３５条から第３７条までの規定は、第３８条から第４１条までの規定により 

本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、委託者及び受託者が合意した場合は 

この限りでない。 

 

第１０章 その他 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第４４条 受託者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させて

はならない。ただし、事前に委託者の承認を受けた場合はこの限りでない。 

（連絡調整会議等の設置） 

第４５条 委託者及び受託者は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る

連絡調整会議等を設置する。 
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２ 前項の連絡調整会議等の詳細については、委託者及び受託者の協議により別に定める。 

（本業務の範囲外の業務） 

第４６条 受託者は、管理施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲にお 

いて自己の責任と費用により独自事業を実施することができるものとする。 

２ 受託者は、独自事業を実施する場合には、委託者に対し事業計画書（以下「独自事業計画書」

という。）を提出し、事前に委託者の承認を受けなければならない。その際、委託者及び受

託者は、必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 受託者は、独自事業計画書を変更するときは、事前に委託者の承認を受けなくてはなら 

 ない。 

（請求、通知等の様式その他） 

第４７条 本協定に関する委託者及び受託者との間の請求、通知、申出、報告、承認及び解 

 除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、文書により行わなければならない。 

（協定の変更） 

第４８条 委託者及び受託者は、本業務に関し、特別な事情が生じたときは委託者及び受託者

の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 

２ 前項の協議の申出は、急を要するものを除き、協定変更予定日の６か月前までに行うも 

のとする。 

（管轄裁判所） 

第４９条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

（解釈） 

第５０条 委託者が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明

若しくは報告を求めたことをもって、委託者が受託者の責任において行うべき業務の全部

又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。 

（疑義について協議） 

第５１条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に定めのな 

い事項については、委託者及び受託者の協議の上、これを定めるものとする。 
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本協定を証するため、本書を２通作成し委託者及び受託者がそれぞれ記名押印の上、各１通

を保有する。 

 

 

 

協定締結日 

令和 年 月 日 

 

 
 

 

委託者（地方公共団体）            

所在地  東京都東大和市中央３丁目９３０番地 

名 称   東大和市             

代表者  東大和市長 和地 仁美    

 

 

 

  東大和市教育委員会                 

 

 

 

受託者（指定管理者）             

所在地   

名  称      

代表者            
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別記１ 管理物件                    

 

第６条、第１９条及び第２０条で規定する管理物件と管理物品（備品等（Ⅰ種）、備品等（Ⅱ 

種））は、次のとおりとする。 

 

（施設） 

１ 図書館建築物 

  （１）施 設 の名 称 ：東大和市立桜が丘図書館 

     施設の所在地：東大和市桜が丘３丁目４４番地の１３ 桜が丘市民センター内 

     延 べ床 面 積 ：３５３㎡ 

     本 体 構 造 ：鉄筋コンクリート造 

  （２）施 設 の名 称 ：東大和市立清原図書館 

     施設の所在地：東大和市清原４丁目１番地 清原市民センター内 

     延 べ床 面 積 ：５３０㎡ 

     本 体 構 造 ：鉄筋コンクリート造 

 

（物品） 

１ 備品等（Ⅰ種）（別記２ 備品台帳参照） 

（１）委託者が購入し、委託者に所有権がある施設内の机、椅子、キャビネット等の 

  什器類 

（２）委託者が購入し、委託者に所有権がある図書資料 

（３）委託者が購入し、委託者に所有権があるその他の備品で本業務実施のために必 

要なもの 

２ 備品等（Ⅱ種） 

 受託者が購入し、受託者に所有権がある施設内の事務用の備品等 
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別記２ 備品台帳 

 

桜が丘図書館 

品名 品質規格 備考 

机 ｲﾄｰ ２４００*１４００*７００   

机 ２１００*１２００*７００ ﾚﾌｧﾚﾝｽｺｰﾅｰ 

机 １２００φ*６００ 円形 児童開架 

エンドテーブル ｲﾄｰ CCRA-１４８WC   

事務用回転椅子 ｺｸﾖ CR-GM２８７ASN   

事務用回転椅子 ｺｸﾖ CR-GM２８７ASN   

会議用椅子 ﾚﾌｧﾚﾝｽ読書机 ４６０*５３０*８２０   

会議用椅子 ﾚﾌｧﾚﾝｽ読書机 ４６０*５３０*８２０   

会議用椅子 ﾚﾌｧﾚﾝｽ読書机 ４６０*５３０*８２０   

会議用椅子 ﾚﾌｧﾚﾝｽ読書机 ４６０*５３０*８２０   

会議用椅子 ﾚﾌｧﾚﾝｽ読書机 ４６０*５３０*８２０   

会議用椅子 ﾚﾌｧﾚﾝｽ読書机 ４６０*５３０*８２０   

事務用肘付回転椅子 ｲﾄｰ KX-６２５SD-５０   

事務用肘付回転椅子 ｲﾄｰ KX-６２５SD-５０   

事務用肘付回転椅子 ｲﾄｰ KX-６２５SD-５０   

事務用肘付回転椅子 ｲﾄｰ KX-６２５SD-５０   

デスク用補助棚 ｲﾄｰ CCR-０４６MAC   

デスク用補助棚 ｲﾄｰ CCR-０４６MAC   

デスク用補助棚 ｲﾄｰ CCR-０４６MAC   

デスク用補助棚 ｲﾄｰ CCR-０４６MAC   

事務用ワゴン ｲﾄｰ CCR-０５４MNC ３段引出   

事務用ワゴン ｲﾄｰ CCR-０５４MNC ３段引出   

事務用ワゴン ｲﾄｰ CCR-０５４MNC ３段引出   

事務用ワゴン ｲﾄｰ CCR-０５４MNC ３段引出   

カウンター ６１００*８００*７００ ﾃｰﾌﾞﾙ･ｹｰｽ付   

ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ﾗｲｵﾝ MGB-３１１D   

ﾃﾞｰﾀｰﾌｧｲﾙ保管庫 ﾗｲｵﾝ OF-３３３G   

ブックポスト ５４０*８１０*１３００   

ブックポスト ５４０*８１０*１３００   

書架 ３６３０*６９０*１９５０ ４連６段  

書架 ３６３０*６９０*１９５０ ４連６段  

書架 ３６３０*６９０*１９５０ ４連６段  

書架 ３６３０*６９０*１９５０ ４連６段  

書架 ３６３０*６９０*１９５０ ４連６段  

書架 ３６３０*６９０*１９５０ ４連６段  

書架 ３６３０*６９０*１７００ ４連５段   

書架 ３６３０*６９０*１７００ ４連５段   

書架 １８３０*６９０*１３４０ ２連４段   

書架 １８３０*６９０*１３４０ ２連４段   

書架 １８００*７００*１４２０ 展示棚付   

書架 ｷﾊﾗ ９００*２７０*２２００   
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品名 品質規格 備考 

書架 ｷﾊﾗ ９００*２７０*２２００   

書架 ｷﾊﾗ ９００*２７０*２２００   

書架 ｷﾊﾗ ９００*２７０*２２００   

書架 ｷﾊﾗ ３６００*２７０*２２００   

パンフレットラック ｳﾁﾀﾞ ４０型 ５１８*５９０*１６００   

書架 特注 ７２０*２１ 書庫用 

案内板 特注 ３４５*４００*１２００   

掲示板 特注 ８５０*２５０*４５０   

表示マット １０００*４５０*７.５   

チャイム ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WZ-２４８   

電源制御ユニット ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WU-L６５   

電気スタンド 東芝 IL-１７４１   

乳児用ベット ｺｽｶﾞ C１１３０   

電気冷蔵庫 ﾅｼｮﾅﾙ NR-B８M３-W   

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ ４９７４-I   

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ ４９７４-I   

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ ４９７４-I   

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ ４９７４-I   

除菌機 ㈱ｴｳﾞｧｰﾂﾘｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ LIVA図書除菌機 
H420㎜×W700㎜×

D590㎜ 

プロジェクター EPSON ベーシックモデル XGA EB-E01  
   

機器種別 台数 

ノート PC ３ 

デスクトップ PC ３ 

利用者用検索 PC（タッチパネル付） ２ 

利用者用インターネット閲覧 PC １ 

ネットワークプリンタ（カラーA３） １ 

レシートプリンタ ５ 

レシートプリンタ（シール用） １ 

ＩＣカードリーダ ４ 

テンキー １ 

バーコードリーダ ６ 

利用者用検索機バーコードリーダ ２ 

ハンディターミナル（緊急時用端末） １ 

ハンディターミナルデータ転送ユニット １ 

ルータ ２ 

スイッチ １ 

HUB ３ 

PCデスク（２台用） １ 

PC用セキュリティボックス（１台用） ３ 

椅子  ５３５*５３５～５７０*７６５～８７０ ３ 
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ソフトウェア一覧 

名称 数量 

図書館システム ４ 

Microsoft Office Standard ４ 

Microsoft Office Personal １ 

ウイルス対策ソフト（５か年） ９ 

コンテンツフィルタ（５か年） １ 

システムディスク保護用ソフトウェア ３ 

 

※ 蔵書点検時には、ハンディターミナルを別途貸与します。 
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清原図書館 

品名 品質規格 備考 

ベット 折りたたみおむつ交換台 赤ちゃん・ふらっと備品 

事務机 ﾗｲｵﾝ EDH-１２７F-HH  

事務机 ﾗｲｵﾝ EDH-１２７F-HH  

事務机 ﾗｲｵﾝ EDH-１２７F-HH  

事務机 ﾗｲｵﾝ EDH-１２７F-HH  

テーブル ﾗｲｵﾝ C-９E  

会議用テーブル ﾗｲｵﾝ DAK-１８１２  

テーブル ｷﾊﾗ㈱ ３２１１３-X  

丸型テーブル ｷﾊﾗ㈱ ３２３７３-X  

テーブル ｷﾊﾗ㈱ 閲覧用テーブル 

長椅子 天童木工 T-５８６７  

長椅子 天童木工 T-５８６８  

ベンチ 天童木工 T-５８６１  

ベンチ ｷﾊﾗ㈱ ３３９０１-０１  

ベンチ ｷﾊﾗ㈱ ３３９０１-０１  

ベンチ 天童木工 T-５８６２  

カタログスタンド ﾗｲｵﾝ KS-３１０S  

電動式移動棚 ﾗｲｵﾝ ｲｰﾓｰｼｮﾝ  

スチール書庫 ﾗｲｵﾝ EW-１１TS  

スチール書庫 ﾗｲｵﾝ EW-１１TS  

スチール書庫 ﾗｲｵﾝ EW-３１１D  

スチール書庫 ﾗｲｵﾝ EW-A３２０  

スチールロッカー ﾗｲｵﾝ №７３－Ｌ  

ﾕﾆｯﾄｹｰｽ ｷﾊﾗ㈱ ３６３５０-２  

ﾕﾆｯﾄｹｰｽ ｷﾊﾗ㈱ ３６３５０-２  

ブックポスト ｷﾊﾗ㈱ 返却ポスト 

書架 ﾗｲｵﾝ ｽﾁｰﾙ複柱 単式６段２連  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式２連３段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式２連３段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式２連３段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式２連３段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連４段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連４段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連４段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連４段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式２.５連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式３連６段  
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品名 品質規格 備考 

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 傾斜複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式４連６段  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 木製 直立複式６連６段  

書架 伊藤伊 紙芝居架 キャスター付  

書架 伊藤伊 紙芝居架 キャスター付  

書架 埼玉福祉会 ２０１-F  

書架 ｷﾊﾗ㈱ 特注 木製 

カーテン ｽﾐﾉｴ社 ｽﾀﾝﾘｰⅡ１３０００*３１５０  

天井ﾌﾘｻｲﾝ ｷﾊﾗ㈱  

天井ﾌﾘｻｲﾝ ｷﾊﾗ㈱  

天井ﾌﾘｻｲﾝ ｷﾊﾗ㈱  

天井ﾌﾘｻｲﾝ ｷﾊﾗ㈱  

天井ﾌﾘｻｲﾝ ｷﾊﾗ㈱  

書架配置用サイン ｷﾊﾗ㈱  

デジタルカメラ ｷｬﾉﾝ IXY ﾃﾞｼﾞﾀﾙ７０  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ 片面 ４６６８６-G  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ 片面 ４６６８６-G  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ 片面 ４６６８６-G  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ 片面 ４６６８６-G  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ 片面 ４６６８６-G  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ 片面 ４６６８６-G  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ 両面 ４６６８７-G  

ブックトラック 埼玉福祉会 ４０３-D  

ブックトラック ｷﾊﾗ㈱ ｽﾁｰﾙ製 両面傾斜３段  

車椅子 ｷﾊﾗ㈱  

除菌機 ㈱ｴｳﾞｧｰﾂﾘｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ LIVA図書除菌機 
H420㎜×W700㎜×

D590㎜ 

プロジェクター EPSON ベーシックモデル XGA EB-E01  

スクリーン サンワサプライ PRS-Y80HD  

ワイヤレスマイク付 

スピーカー 

サンワサプライ 400-SP055  

ファイルワゴン   
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機器種別 台数 

ノート PC ３ 

デスクトップ PC ３ 

利用者用検索 PC（タッチパネル付） ２ 

利用者用インターネット閲覧 PC １ 

ネットワークプリンタ（カラーA３） １ 

レシートプリンタ ５ 

レシートプリンタ（シール用） １ 

ＩＣカードリーダ ４ 

テンキー １ 

バーコードリーダ ６ 

利用者用検索機バーコードリーダ ２ 

ハンディターミナル（緊急時用端末） １ 

ハンディターミナルデータ転送ユニット １ 

ルータ ２ 

スイッチ １ 

HUB ４ 

PCデスク（１台用） ２ 

PC用セキュリティボックス（１台用） ３ 

椅子  ５３５*５３５～５７０*７６５～８７０ ３ 

 

ソフトウェア一覧 

名称 数量 

図書館システム ４ 

Microsoft Office Standard ４ 

Microsoft Office Personal １ 

ウイルス対策ソフト（５か年） ９ 

コンテンツフィルタ（５か年） １ 

システムディスク保護用ソフトウェア ３ 

 

※ 蔵書点検時には、ハンディターミナルを別途貸与します。 

 

備品区分表 

物品名 
東大和市及び 

教育委員会 
指定管理者 備考 

電話機 ○   

コピー・ファックス 

（事務室用） 
 ○  

利用者用電子複写機  ○  

プリンター 

（図書館システム用） 
○ ○ 

トナーカートリッジについ

ては、指定管理者 

パソコン（図書館 

システム以外事務用） 
 ○ 必要に応じて 
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プリンター 

（事務用） 
 ○ 必要に応じて 

シュレッター  ○ 必要に応じて 

空調補助機器 

（扇風機等） 
 ○ 必要に応じて 
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別記３ 教育委員会と指定管理者のリスク分担 

 

教育委員会と指定管理者のリスク分担は次表のとおりとします。 

ただし、下表に定める事項で疑義がある場合又は下表に定めのないリスクが生じた場合は、

教育委員会と指定管理者が協議の上、リスク分担を決定します。 

（共通） 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 

負担者 

教育  

委員会 

指定  

管理者 

事業計画変更リスク   

教育委員会の帰責事由による事業内容の変更に

関するもの 
○  

上記以外の事由による事業内容の変更に関するも

の 
 ○ 

募集要項リスク 募集要項の誤りによるもの ○  

仕様書等リスク 仕様書等の誤りによるもの ○  

 

    

制 

度 

関 

連 

リ

ス

ク 

 

法令の変更リスク 

当該事業に直接関係する法令の新設・変更による

もの 
○  

上記以外の法令の新設・変更によるもの  ○ 

許認可リスク 

許認可の遅延に関するもの 

（教育委員会が申請を行うもの） 
○  

許認可の遅延に関するもの 

（上記以外の部分） 
 ○ 

税制度リ スク 
法人税等の変更に関するもの  ○ 

消費税等の変更に関するもの ○  

社   

会  

リ  

ス  

ク 

住民対応リスク 

当該施設の管理運営（指定管理者の業務範囲と

されているものに限る。）に対する住民反対運動・

住民要望・訴訟に関するもの 

 ○ 

上記以外の当該事業に対する住民反対運動・住

民要望・訴訟に関するもの 
○  

環境問題リスク 

指定管理者の帰責事由による騒音、悪臭、ごみの

散乱、交通渋滞等の発生に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由による環境問題の発生に関する

もの 
○  

第三者賠 償リスク 

指定管理者の帰責事由による事故等の発生に関

するもの 
 ○ 

上記以外の事由による事故等の発生に関するも

の 
○  
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（協定締結前段階） 

 

 

 

 

 

 

 

債務不履行リスク 

指定管理者の帰責事由によるサービス提供の中

止・停止・不能又はサービスの品質等が基本協定

書、年度協定書、仕様書、募集要項、基本事業計

画及び年度事業計画において定められた業務に

要求される水準（以下「要求水準」という。）を下回

った場合に関するもの 

 ○ 

指定管理委託料の支払いその他の東大和市が負

担すべき債務履行の遅延、不能等によるもの 
○  

不可抗力リスク 

天災（地震、落雷、洪水、異常降雨、土砂災害等）、人

災（戦争、テロ、暴動等）、感染症、法令変更等によ

る事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関

するもの 

協議による 

物価リスク 物価変動に関するもの  ○ 

指定取り消しリスク 

指定管理者の帰責事由による指定の取り消しに

関するもの 
 ○ 

上記以外の事由による指定の取り消しに関するも

の 
○  

リスクの種類 リスクの内容・要因等 

負担者 

教育  

委員会 

指定  

管理者 

応募リスク 応募費用の負担に関するもの  ○ 

協定締結リスク 

教育委員会の帰責事由により協定が締結できな

い、又は締結手続きに長期間を要すること等によ

るもの 

 

○  

指定管理者の帰責事由により協定が締結できな

い、又は締結手続きに長期間を要すること等によ

るもの 

 

 ○ 

上記以外の事由により協定が締結できない、又

は締結手続きに長期間を要すること等によるも

の 

○ ○ 
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（管理運営段階） 

 

 

（事業終了段階） 
 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 

負担者 

教育  

委員会 

指定  

管理者 

終了手続リスク 
教育委員会又は次期指定管理者への業務の引

継ぎ、その他の本業務の終了にともなう諸手続

き及びその費用の負担に関するもの 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスクの種類 リスクの内容・要因等 

負担者 

教育  

委員会 

指定  

管理者 

管理運営開始 

の遅延リスク 

指定管理者の帰責事由による管理運営開始の遅

延に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由よる管理運営開始の遅延に関する

もの 
○  

要求水準リスク 

要求水準の未達、不適合等に関するもの  ○ 

教育委員会の指示による要求水準の変更等に

関するもの 
○  

施設瑕疵リスク 
施設、設備に瑕疵が発見された場合に関するも

の 
○  

施設、設備 

の損傷リスク 

指定管理者の帰責事由による施設、設備の損傷

に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由による施設、設備の損傷に関す

るもの 
○  

備品調達リスク 
教育委員会の備品に関するもの ○  

上記以外の備品に関するもの  ○ 
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資料２ 

東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理業務に関する個人情報の取扱いに係る

特記事項 
 

１.基本事項 

  東大和市教育委員会（以下「教育委員会」という。）から東大和市立桜が丘図書館及び 

東大和市立清原図書館（以下「地区館」という。）の管理運営に関する業務（以下「管理業務」と

いう。）の指定を受けた者（以下「指定管理者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、

当該管理業務のうち個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱業務」という。）の処理に

当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、東大和市個人情報保護

法施行条例（令和４年条例第３２号）及び東大和市個人情報保護法施行細則（令和５年規則第

３号）その他関連する法令規則等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情

報を適正に取り扱わなければならない。 

 

２.秘密の保持 

指定管理者は、個人情報取扱業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、 

又は不当な目的に使用してはならない。指定管理期間の終了又は指定の取り消しを受けた後

においても同様とする。 

 

３.被使用者への周知 

指定管理者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、個人情報取扱業 

務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと 

等個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。 

 

４.使用等の禁止 

指定管理者は、教育委員会の指示又は承諾のある場合を除き、個人情報取扱業務に関し 

て知り得た個人情報を当該個人情報取扱業務を処理する目的以外に使用し、又は第三者に提

供してはならない。 

 

５.再委託の禁止 

指定管理者は、個人情報取扱業務を自ら取り扱うものとし、第三者に委託し、又は請け負わ

せてはならない。ただし、教育委員会が承諾したときはこの限りでない。 

 

６.複写等の禁止 

教育委員会の指示又は承諾のある場合を除き、個人情報取扱業務に関する個人情報が記 

録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

７.資料等の返還 

指定管理者は、個人情報取扱業務を処理するために教育委員会から貸与され、又は指定管

理者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定管理期間の終了又は

指定の取り消しを受けた場合、教育委員会が指定する方法により教育委員会に返還し、又は

引き渡さなければならない。ただし、指定管理者が、引き続き地区館の指定管理者となる場

合には、この限りでない。 

 

８.個人情報の廃棄 

前号の規定に関わらず、指定管理者は、教育委員会と協議の上、個人情報を破棄することが
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できる。この場合、個人情報が第三者の利用に供されることがないよう、教育委員会の指示す

る方法により、焼却、裁断、溶解等により保有する一切の個人情報を滅却し、その個人情報の

内容、数量、滅却の方法、年月日及び管理責任者を記載した報告書を提出しなければならな

い。 

 

９.適正な管理 

指定管理者は、個人情報取扱業務に関する個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他 

の事故の防止を図り、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならな 

い。 

 

１０.立入調査等 

教育委員会は、指定管理者がこの特記事項の記載事項に違反し、又はそのおそれがある 

と認めたときは、指定管理者に対して立入調査をし、又は報告を求めることができる。 

 

１１.事故発生時における報告 

指定管理者は、この特記事項の記載事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあ 

るときは、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会の指示に従うものとする。 

 

１２.指定の取り消し及び損害賠償等 

  教育委員会は、指定管理者の個人情報の管理が著しく不適切と認めるとき又は個人情 

報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故の発生が受託者の責めに帰すべき事由によ 

ると認められるときは、「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理業務に関する

基本協定書」第３８条に基づいて、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全

部若しくは一部の停止を命ずること及び損害の賠償を請求することができる。 

 

１３.報告書の提出 

  指定管理者は、指定管理期間の終了又は指定の取り消しを受けた場合、個人情報取扱業務

における個人情報の保有状況報告書を提出するものとする。 

 

１４.個人情報の貸与等 

 指定管理者が個人情報取扱業務の執行上、やむを得ず教育委員会から個人情報の貸与を 

受ける必要がある場合、貸与を受けた年月日、個人情報の内容及び数量並びに管理責任者 

を記載した受領書を教育委員会に提出しなければならない。 

 

１５.その他 

 前各号に掲げるもののほか、当該事務の性質又は目的により教育委員会が必要と認める 

個人情報の保護に関する事項が生じた場合又は疑義が生じた場合は、教育委員会と協議を 

行い必要な措置を講じるものとする。 
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資料３ 

東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理業務に関する令和 年度協定書【原案】 
 

東大和市教育委員会（以下「委託者」という。）と （以下「受託者」という。）とは、令和 年 月 

日に締結した「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定管理業務に関する基本協

定書」（以下「基本協定」という。）に基づき「東大和市立桜が丘図書館及び清原図書館の指定

管理業務に関する令和 年度協定」（以下「年度協定」という。）を締結する。 
 

（年度協定の目的） 

第１条 年度協定は、令和 年度の東大和市立桜が丘図書館及び東大和市立清原図書館（以下

「地区館」という。）の指定管理業務（以下「本業務」という。）の内容の詳細及び本業務の実

施の対価として支払われる令和 年度の指定管理委託料を定めることを目的とするもの

である。 

（令和 年度の業務内容） 

第２条 委託者及び受託者は、本業務の内容について、令和 年度事業計画書に定めるとおり

であることを確認する。 

（令和 年度の指定管理委託料） 

第３条 委託者は、令和 年度の指定管理委託料として、金 円（消費税及び地方消費税を含

む。）を受託者に支払う。 

２ 委託者は、前項の指定管理委託料を、受託者に対し下記のとおり分割して支払うものとす

る。 

  第１四半期         円 

  第２四半期         円 

  第３四半期         円 

  第４四半期         円 

３ 受託者は、各四半期の末日から３０日以内に、当該四半期分の指定管理委託料の請求書を

委託者に送付するものとする。委託者は、受領してから３０日以内に指定管理委託料を支払

うものとする。  

（疑義等の決定） 

第４条 年度協定に定めのない事項又は年度協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき

については、第一義的に基本協定によるものとする。 

２ 基本協定にも定めのない事項又は基本協定の各条項の解釈についても疑義が生じたとき

については、委託者と受託者の協議の上、これを定めるものとする。 
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本協定を証するため、本書を２通作成し委託者及び受託者がそれぞれ記名押印の上、各１通

を保有する。 

 

 

 

協定締結日 

令和 年  月  日 

 

 

  

委託者（地方公共団体）            

所在地  東京都東大和市中央３丁目９３０番地 

名 称   東大和市             

代表者  東大和市長 和地 仁美    

 

 

 

       東大和市教育委員会                 

 

 

 

受託者（指定管理者）             

所在地   

名  称      

代表者             


